
１２よしかわ議会だより

総務水道総務水道
所管：一般会計の歳入に関する事項
　　　政策室、総務部、会計課、議会、水道課、工事検査課、監査委員、選挙

管理委員会、公平委員会及び固定資産評価委員会に関する事項
　　　他の常任委員会に属さない事項

　

総
務
水
道
常
任
委
員
会
に
は
、
条

例
７
件
、
平
成　

年
度
一
般
会
計
補

１９

正
予
算
担
当
分
並
び
に
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
、
ま
た
、
平
成　

年
度

２０

一
般
会
計
予
算
担
当
分
並
び
に
水
道

事
業
会
計
予
算
の　

議
案
が
付
託
さ

１１

れ
ま
し
た
。
委
員
全
員
出
席
の
も
と

に
３
日
間
に
わ
た
り
、
審
査
致
し
ま

し
た
。

①
第
６
号
議
案　

職
員
の
自
己
啓
発

等
休
業
に
関
す
る
条
例　

地
方
公
務

員
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
職
員
の

能
力
開
発
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、

修
学
及
び
国
際
貢
献
活
動
の
た
め
に

休
学
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
、

賛
成
全
員
で
可
決
。

②
第
７
号
議
案　

職
員
の
修
学
部
分

休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例　

自
己
啓
発
等
休
業
制
度

と
の
整
合
を
図
る
た
め
、
適
用
範
囲

を
見
直
す
と
と
も
に
、
学
校
教
育
法

の
一
部
改
正
に
伴
い
引
用
条
項
の
ず

れ
を
訂
正
す
る
も
の
で
、
賛
成
全
員

で
可
決
。

③
第
９
号
議
案　

吉
川
市
特
別
職
の

職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例　

非
常
勤
職
員
の
設

置
及
び
廃
止
と
こ
れ
ら
の
も
の
の
一

部
の
報
酬
を
民
間
状
況
を
勘
案
し
引

き
上
げ
る
と
の
こ
と
で
、
賛
成
全
員

で
可
決
。

④
第　

号
議
案　

証
人
等
の
実
費
弁

１０

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例　

市
の
機
関
の
請
求
に
応
じ

出
頭
し
、
ま
た
は
参
加
し
た
者
に
対

し
て
支
給
す
る
実
費
弁
償
に
つ
い
て

の
支
給
範
囲
を
拡
大
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
賛
成
全
員
で
可
決
。

⑤
第　

号
議
案　

市
長
等
の
給
料
の

１１

特
例
に
関
す
る
条
例　

市
長
・
副
市

長
・
及
び
教
育
長
の
給
料
月
額
の
期

限
減
額
を
実
施
す
る
も
の
で
、
賛
成

全
員
で
可
決
。

⑥
第　

号
議
案　

吉
川
市
職
員
の
給

１２

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例　

人
事
院
勧
告
の
趣
旨
を
踏

ま
え
給
料
表
の
改
定
を
行
う
と
と
も

に
、
地
域
手
当
の
支
給
率
を
６
％
か

ら
３
％
に
減
額
す
る
も
の
で
、
賛
成

多
数
で
可
決
。

⑦
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２４

１９

市
一
般
会
計
補
正
予
算
担
当
分
は
、

減
額
理
由
は
事
業
費
及
び
見
込
数
の

確
定
に
よ
る
も
の
。
増
額
理
由
は
被

保
護
者
の
長
期
入
院
に
よ
る
医
療
費

の
増
加
で
あ
る
。全
員
賛
成
で
可
決
。

⑧
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２９

１９

市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
は
、
配

水
管
布
設
工
事
費
の
減
額
は
契
約
額

の
確
定
に
よ
る
も
の
、
駅
南
地
区
の

進
捗
状
況
は
、
約　

％
で
あ
る
と
の

８０

こ
と
で
、
賛
成
全
員
で
可
決
。

⑨
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３０

２０

市
一
般
会
計
予
算
は
、
歳
出
で
は
、

公
営
企
業
金
融
公
庫
が
廃
止
と
な
り
、

地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
に
移

行
、
２
７
０
万
円
を
出
資
。
県
全
体

の
総
額
は
１
６
６
億
円
。

　

負
担
金
は
、
全
国
市
長
会
負
担
金

等
の
減
額
を
行
っ
て
き
た
。
団
体
決

算
時
に
余
剰
金
が
多
い
と
き
は
見
直

し
を
働
き
か
け
て
い
る
。

　

路
線
バ
ス
補
助
は
、
路
線
数
増
加

と
、
原
油
高
に
よ
る
燃
料
費
高
騰
の

要
因
も
含
め
て
計
上
し
た
。

　

職
員
数
は
、　

人
減
と
な
る
。
減

１１

員
す
る
部
署
は
調
整
中
で
あ
る
。

　

相
談
事
業
は
、
５
種
類
で
、
弁
護

士
に
よ
る
法
律
相
談
が
多
い
。
多
重

債
務
に
関
し
て
は
、
商
工
課
を
窓
口

に
庁
内
連
絡
会
議
を
開
き
、
体
制
づ

く
り
に
入
っ
て
い
る
。

　

税
源
移
譲
に
よ
る
年
度
間
の
所
得

変
動
に
係
る
減
額
措
置
が
講
じ
ら
れ

る
。
住
民
税
率
の
変
更
に
よ
る
税
負

担
の
増
加
の
影
響
を
受
け
る
者
は
、

平
成　

年
度
分
の
住
民
税
か
ら
税
源

１９

移
譲
に
よ
り
増
額
と
な
っ
た
住
民
税

相
当
額
を
還
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
還
付
方
法
は
、
７
月
末
ま
で

に
申
告
が
必
要
で
、
広
報
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
周
知
を
図
る
。

　

歳
入
で
は
、
税
源
移
譲
に
よ
り
、

税
収
増
加
。
市
民
の
所
得
状
況
は
、

課
税
標
準
額
に
よ
り
階
層
別
に
５
階

層
に
分
類
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
の

階
層
に
お
い
て
増
加
し
て
い
る
。

　

児
童
手
当
特
例
交
付
金
は
、
平
成

　

、　

年
度
の
児
童
手
当
の
制
度
拡

１８

１９

充
分
と
し
て
、
創
設
さ
れ
て
い
る
。

　

特
別
交
付
金
は
恒
久
減
税
の
廃
止

に
伴
い
、
地
方
の
歳
入
減
の
激
減
緩

和
措
置
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
平
成

　

年
度
か
ら　

年
度
の
３
ケ
年
で
２

１９

２１

千
万
円
ず
つ
と
算
出
し
て
い
る
。

　

地
方
交
付
税
は
、
総
額
は
増
え
て

い
な
い
。
基
準
財
政
需
要
額
に
お
け

る
経
常
的
経
費
及
び
投
資
的
経
費
は

圧
縮
さ
れ
て
い
る
。

　

公
債
費
の
減
は
、
住
民
要
望
な
ど

の
あ
る
新
規
事
業
や
拡
充
事
業
を
計

上
さ
せ
て
い
た
だ
く
等
を
審
議
。
採

決
の
結
果
、
賛
否
同
数
、
委
員
会
条

例
第　

号
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
長

１７

裁
決
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
。

⑩
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３７

２０

市
水
道
事
業
会
計
予
算
は
、
水
道
事

業
経
営
健
全
化
計
画
を
策
定
し
て
い

る
が
、
人
口
予
測
や
財
政
の
収
支
見

通
し
等
を
検
討
し
作
成
す
る
。
水
道

施
設
の
稼
働
率
は
計
画
と
現
実
と
で

乖
離
が
生
じ
て
い
る
。
い
か
に
稼
働

さ
せ
る
か
、検
討
す
る
。
賛
否
同
数
、

委
員
会
条
例
第　

号
の
規
定
に
よ
り
、

１７

委
員
長
裁
決
で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

⑪
議
員
提
出
第
９
号　

議
会
の
議
員

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

市
の
財
政
や
事
業
の
充
実
を
考
え
減

額
す
べ
き
で
は
、
の
提
案
理
由
に
、

経
緯
や
他
団
体
の
状
況
を
理
解
す
べ

き
と
の
こ
と
。
賛
否
同
数
、
委
員
会

条
例
第　

号
の
規
定
に
よ
り
、
委
員

１７

長
裁
決
で
否
決
と
決
定
。
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